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１ 基本方針 

一人一人の幼児児童生徒が自立を目指し、障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に

改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基

盤を培う。 

 

２ 重点目標 

（１） 「聞く」「話す」「書く」「読む」等の学習活動を積極的に行い、日本語の力を育成する。

（２） 聴覚障がいの特性を理解し、自己を肯定的にとらえながら、個々の発達の段階に応じた   

障がい認識を深め、周囲の状況に応じて行動する力を育成する。 

（３） いろいろな手段を使ってコミュニケーションをする力を高め、受容と表出を増やそうと

する態度を育成する。 

 

３ 「３つの柱と４つの領域」について 

「３つの柱と４つの領域」は、聴覚障がい 

のある幼児児童生徒への自立活動における 

本校の考え方を示したものです。 

３つの柱は本校における自立活動の重点 

目標であり、４つの領域は、特別支援学 

校学習指導要領等に示されている自立活 

動の６つの区分と 27の項目から具体的 

な指導内容を設定する際、重点目標を達 

成するために必要なことを「領域」とし 

てまとめた本校独自のものです。 

 

４ 自立活動の指導について 

自立活動の指導は、学校の教育活動全体を通じて行う指導と、時間における指導と密接な関

連を図りながら、全ての教員が指導を行います。 

幼児児童生徒の一人一人の発達の段階や教育的ニーズに応じた適切な指導を行うため、自立

活動の個別の指導計画を作成し、指導を行います。 

 

５ 教員の専門性向上を目的とした研修会等の開催 

自立活動に関する指導力の向上を目的に、年間を通じて様々な研修等に取り組み、聴覚障が

い教育に携わる教員としての専門性向上に努めます。 

令和４年度の本校自立活動について 
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去る 10月 28日に、令和３年度幼児体験学習を行いました。外部から 10名の幼児とその保護者の参加

がありました。 

保護者向けに、朝の会の保育参観をしてもらった後、幼稚部・教育相談説明会を実施しました。その

後、体育館に場所を移して、合同保育を行いました。 

合同保育のテーマは、東京オリンピックの年にちなんで、「まつろうオリンピック」です。まずは、親

子で手持ちの応援旗を制作しました。絵を描いたり、色塗りやシール貼りをして自分だけのオリジナル

の旗を作りました。それを持って、各種スポーツのコーナーを巡りました。幼児は、それぞれのコーナー

を楽しんだ後、首に掛けた金メダルカードにシールを貼ってもらいました。サッカー、バスケ、ボクシン

グ、ゴルフ、そり（リュージュ）、クライミング…。なぜかステージの緞帳の裏にはお化け屋敷もありま

した。中央には、聖火台と重量挙げに挑戦できるバーベルを展示し、親子で記念撮影も行いました。重量

挙げは、親子で頑張ってチャレンジする子もいました。 

聾学校幼稚部の楽しさの一端を感じていただけたかと思います。次年度も、工夫を凝らした企画で、た

くさんの幼児さんと遊べる場にしたいです。 

 

公益財団法人聴覚障害者教育福祉協会より御案内がありましたので、お知らせします。 

 

１ 事業概要 

ご家庭や学校で、周りが騒がしかったり、お子さんとの距離が離れたりしていると、補聴

器や人工内耳を装用していても十分な聞き取りができないことがあります。デジタル補聴シ

ステムは、ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信し、すぐそばで話して

いるような大きさでお子様の補聴器や人工内耳へ届けるシステムです。従来のＦＭ補聴援助

システムに比べ、混信がなく、よりクリアな音声を聞くことができます。この事業は補聴環

境の整っていない学校等で、聴覚活用を図るために、希望者に無償で貸与する事業です。 

 

２ 貸与期間 

機器の貸与期間は、原則として３～５年間で無料です。 

※梱包・送料（１セット２，０００円）を負担していただきます。 

※故障した際の修理代は、保護者の方に負担していただきます。 

 

３ 申込み締切 

令和４年８月１日（月）厳守 

機器の貸与は保護者個人になります。但し、貸与希望 

は代表者（校長もしくは施設長）が一括して申し込んで 

ください。但し、配布予定数が限られておりますので、 

ご希望にお応えできない場合があります。 

 

４ 申込み方法 

同封の申込書に必要事項をご記入の上、当協会事務局 

宛にご送付ください。貸与の可否、件数については８月末日までにお知らせ致します。 

 

５ 貸与決定後の手続き 

機器は、製造会社から直接学校（または施設）宛に送 

付されます。担当の先生から保護者にお渡し願います。 

機器受領後、借用書並びに梱包・送料を事務局宛に送り 

いただきます。（決定後、用紙を送付いたします） 

 

６ 申込み先 

〒170-0005東京都豊島区南大塚３-43-11福祉財団ビル５Ｆ 

公益財団法人聴覚障害者教育協会 

TEL03-6907-2537 FAX03-6907-2915 

Ｅメール wasedanomori@amethyst.broba.cc 

 

 ※申し込みを検討される方は、本校河村まで御連絡ください。 

デジタル補聴援助システムの無償貸し出しのお知らせ 

mailto:Ｅメールwasedanomori@amethyst.broba.cc
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を楽しんだ後、首に掛けた金メダルカードにシールを貼ってもらいました。サッカー、バスケ、ボクシン
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した。中央には、聖火台と重量挙げに挑戦できるバーベルを展示し、親子で記念撮影も行いました。重量

挙げは、親子で頑張ってチャレンジする子もいました。 

聾学校幼稚部の楽しさの一端を感じていただけたかと思います。次年度も、工夫を凝らした企画で、た

くさんの幼児さんと遊べる場にしたいです。 

 

 今年度、幼児体験学習は久しぶりに年２回（６月・10月） 

実施に戻りました。６月 23日に１回目が行われ、外部から 

12名の幼児とその保護者の参加がありました。 

 保護者向けに、朝の会の保育参観をしてもらった後、幼稚 

部・教育相談説明会を実施しました。その後、体育館に場所 

を移して、合同保育「夜店屋さんごっこ」を行いました。 

 自己紹介では、一人ずつ前に出て名前と好きなものを発表 

してもらいました。事前に、お子さんの好きなものをお母さ 

んにリサーチし、好きなもののイラストや写真をモニターで 

見せることができたので、幼児さんもしっかり聞くことがで 

きました。 

 夜店屋さんごっこは、いつもだったら実際に食べていたポ 

ップコーンやかき氷のお店も、ごっこ遊びに変更して楽しみ 

ました。今回、新しい夜店としてクレープ屋さんも登場しま 

した。お客だけでなく、お店の人にもなって楽しむ子もいま 

した。遊びのコーナーは、ヨーヨー釣り、金魚すくい、くじ 

引きやお化け屋敷などの定番に加え、ワニワニパニックやピ 

ンボールも楽しみました。 

 保護者の方も前回参加の時と比較して、我が子の成長がよ 

く分かり大変うれしそうでした。参加いただいた皆さんあり 

がとうございました。聾学校幼稚部の楽しさの一端を感じて 

いただけたでしょうか。10月の第２回も、楽しい活動を準備 

し、たくさんの幼児さんと一緒に遊べるようお待ちしており 

ます。 

第１回幼児体験学習 
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を楽しんだ後、首に掛けた金メダルカードにシールを貼ってもらいました。サッカー、バスケ、ボクシン

グ、ゴルフ、そり（リュージュ）、クライミング…。なぜかステージの緞帳の裏にはお化け屋敷もありま

した。中央には、聖火台と重量挙げに挑戦できるバーベルを展示し、親子で記念撮影も行いました。重量

挙げは、親子で頑張ってチャレンジする子もいました。 
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くさんの幼児さんと遊べる場にしたいです。 

 

この５月に、障害のある人が情報を等しく得ら 

れるよう、自治体の配慮を定めた、「障害者によ 

る情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策 

の推進に関する法律」（障害者情報アクセシビリ 

ティ・コミュニケーション施策推進法）が可決、 

成立しました。これは、すべての障がい者が、あ 

らゆる分野での活動参加のために、情報が十分に 

取得利用され、円滑な意思疎通が図られるように 

する目的で制定されたものです。 

例えば、聴覚障がい者にとって、昨夏の東京五 

輪の開閉会式などにおいて、テレビの映像と字幕 

表示との間にタイムラグがかなりあり、何のパフ 

ォーマンスを説明しているのか分からなかった等 

の意見があったようです。サスティナブルで多様性を認め合うはずの国際大会ながら、残念に思

った人も少なくないのではないでしょうか。 

また、コロナ禍によって、自治体の首長による会見等で手話通訳者の姿をよく目にするように

なりました。しかし、肝心な場面で、発言者の方のみズームアップし、肝心の手話通訳者が画面に

収まりきらないことがよくあります。字幕よりも、手話通訳による情報収集を主な手段としてい

る聴覚障がい者がいる以上、彼らはどうしても中身を知ることができずに困っています。他にも、

今春からスタートとなった、民法改正による成人年齢の引き下げに関しても、政見放送などの情

報アクセスが容易になされないようでは、本来の目的でもある 18歳以上のすべての国民の主権者

意識を促すことは難しいでしょう。 

本法の施行によって、聞こえない人だけでなく、誰もが何不自由なく、当たり前に、平等に情報

が得られるような世の中になることを切に願うばかりです。 

今後の情報格差の解消に期待 

今和４年度 第 1回「愛媛難聴児を共に育む会」開催報告 

愛媛県内の難聴児支援機関等（愛媛大学、県視聴覚福祉センター、愛媛人工内耳リハビリテーシ

ョンセンター、松山聾学校、宇和特別支援学校聴覚障がい部門、愛媛人工内耳装用児の会「うさぎ

のわ」、愛媛県難聴児を持つ親の会）の共催により、第１回「愛媛難聴児を共に育む会」を５月８

日（日）にオンライン開催しました。県内全域の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特

別支援学校、療育施設から 60名を越す先生方に参加いただき、難聴のある幼児児童生徒への支援

について、研修を深めました。本校からも辻岡校長をはじめ、多くの先生が参加しました。本校の

幼児児童生徒に対する支援を含め、県内全ての難聴のある子供に対する支援がさらに充実してい

くよう、今後も関係機関と協働して研修会を開催していきます。 

 


